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大
分
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
大
分
県
条
例
第
四
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
又

は
条
例
に
定
め
る
申
告
、
申
請
、
請
求
そ
の
他
書
類
の
提
出
（
審
査
請
求
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

納
付
若
し
く
は
納
入
に
関
す
る
期
限
の
う
ち
、
そ
の
期
限
が
令
和
二
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
六
日
ま

で
の
間
に
到
来
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
課

す
る
個
人
の
県
民
税
、
条
例
第
三
十
五
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
地
方
消
費

税
、
条
例
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
、
法
第
百
七
十
七

条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
、
条
例
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
狩
猟

税
並
び
に
法
附
則
第
二
十
九
条
の
十
一
及
び
第
二
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
納
付
す
べ
き

軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
除
き
、
そ
の
期
限
を
同
年
六
月
一
日
ま
で
延
長
す
る
。
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